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今
年
４
月
か
ら
高
齢
期
の
経
済
基
盤
の

充
実
を
目
的
と
し
た
年
金
制
度
改
革
が
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

昨
年
４
月
に
は
改
正
高

年
齢
者
雇
用
安
定
法
が
施
行
さ
れ
、

７０
歳

ま
で
の
就
業
機
会
確
保
が
企
業
に
努
力
義

務
化
さ
れ
る
な
ど
、

高
齢
期
の
職
業
生
活
を

巡
る
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
環
境
が
変
わ
り
つ

つ
あ
り
ま
す
。

高
齢
者
雇
用
の
新
た
な
政
策
局
面
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
７０
歳
ま
で
働
き
続
け
ら

れ
る
環
境
の
整
備
で
す
。
し
か
し
、

そ
の
前

段
で
あ
る
６０
代
前
半
２
雇
用
環
境
も
大
き

く
変
化
し
て
い
き
ま
す
。

こ
の
４
月
か
ら
在
職
老
齢
年
金
に
お
け

る
年
金
支
給
停
止
基
準
が
６０
代
後
半
の
基

準
と
同
じ

「
４７
万
円
」
と
な
り
ま
し
た
。
し

か
し
、

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
は
、

男

性
が
２
０
２
５
年
、

女
性
が
２
０
３
０
年
に

終
了
す
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い

将
来
、

６０
代
前
半
の
在
職
老
齢
年
金
は
な

く
な
り
ま
す
。

ま
た
、

多
く
の
企
業
で
導
入
し
て
い
る
６５

歳
ま
で
の
継
続
雇
用
制
度
も
２
０
２
５
年
ま

で
に
は
希
望
者
全
員
が
６５
歳
以
上
ま
で
と
な

り
ま
す
。
こ
の
た
め
、

雇
用
保
険
２
向
年
齢

一雇
用
継
続
給
付
金
も
そ
の
役
割
を
終
え
た

と
し
て
、
２
０
２
５
年
度
に
６０
歳
に
到
達
す

る
人
か
ら
給
付
率
を
半
減
さ
せ
、

そ
の
後
、

段
階
的
に
縮
小

・
廃
止
す
る
予
定
に
な
っ
て

い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、

６０
代
前
半
の

雇
用
は
年
金
や
雇
用
保
険
の
給
付
金
な
ど

が
関
係
す
る
特
別
な
雇
用
期
間
で
は
な
く

な
っ
て
い
き
ま
す
。

高
齢
従
業
員
を
定
年
年
齢
で
い
っ
た
ん
リ

セ
ッ
ト
し
、

嘱
託
等
の
非
正
規
一尼
用
に
切
り
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ま
た
企
業
の
実
情
に
合
っ
た
労
働
条
件
を
設

定
で
き
る
こ
と
か
ら
多
く
の
企
業
で
活
用
さ

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

同
一労
働
同
一賃

金
の
法
制
化
で
、

今
後
は
通
常
の
労
働
者
の

待
遇
と
の
間
で
不
合
理
と
認
め
ら
れ
る
相
違

を
設
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

賃
金
格
差

に
つ
い
て
不
合
理
性
を
否
定
す
る
方
向
で
働

く
と
思
わ
れ
る
年
金
の
受
給
も
６０
代
前
半

は
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
６０
歳
未
満
と
６０
代
前
半
と

で
分
離
さ
せ
た
人
事
管
理
を
行
う
合
理
性

が
失
わ
れ
て
い
く
な
か
で
、

改
め
て
職
務
に

対
す
る
公
正
な
対
価
を
問
い
直
し
、

高
年
齢

者
の
処
遇
等
に
つ
い
て
再
考
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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歩

み
寄
り
が
な
け
れ
ば

紛
争
解
決
打
ち
切
り
に

労
使
間
ト
ラ
ブ
ル
が
企
業
内
で
自
主

的
に
解
決
さ
れ
な
い
場
合
、

労
使
当
事

者
は
都
道
府
県
労
働
局
に
紛
争
解
決
の

援
助
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

パ
ー

ト
・
有
期
雇
用
労
働
者
に
関
し
て
は
雇

用
環
境
・
均
等
部

（室
）
で
、

派
遣
労

働
者
に
関
し
て
は
職
業
安
定
部
・
需
給

調
整
事
業
部
で
、

そ
れ
ぞ
れ
紛
争
解
決

援
助
制
度
や
行
政
指
導
に
つ
い
て
説
明

を
受
け
ま
す
。

紛
争
の
内
容
に
よ
っ
て

は
こ
の
段
階
で
、

パ
ー
ト
・
有
期
労
働

法
や
労
働
者
派
遣
法
に
基
づ
い
て
、

都

道
府
県
労
働
局
長
が
行
政
指
導
を
行
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

次
に
、

当
該
待
遇
に
関
す
る
紛
争
が

紛
争
解
決
援
助
の
対
象
で
あ
る
場
合
、

前
回
は
、　

紛
争
解
決
制
度
の
対
象
と
な

る
、　

処
退
に
関
す
る
紛
争
を
確
認
す
る
と
と

も
に
、　

同
制
度
に
は
①
都
道
府
県
労
働
局
長

に
よ
る
助
言
・
指
導
・勧
告
、　

②
公
正
・
中

立
性
の
高
い
調
停
会
議
に
よ
る
調
停
、　

の
二

制
度
が
あ
る
こ
と
を
み
て
き
ま
し
た
。　

今
回

は
、　

実
際
の
大
ま
か
な
流
れ
に
つ
い
て
説
明

す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

筒
便
な
手
続
き
で
迅
速
な
解
決
を
求
め

る
の
で
あ
れ
ば
、

都
道
府
県
労
働
局
長

に
よ
る
助
言
・
指
導
・
勧
告
へ
、

公
正
・

中
立
性
の
高
い
第
二
者
機
関
に
援
助
を

求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、

調
停
会
議
に
よ

る
調
停
へ
移
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
選
択
は
当
事
者
の
希
望
に
応
じ
て

行
わ
れ
ま
す
。

ま
ず
、

都
道
府
県
労
働
局
長
に
よ
る

助
言
・指
導
・勧
告
へ
２
里
立
て
は
、文

書
・

電
話
で
も
可
能
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

援

助
は
、

申
立
者
、

被
申
立
者
に
対
す
る

事
情
聴
取

（必
要
に
応
じ
て
第
二
者
に

対
す
る
事
情
聴
取
を
行
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
）
を
行
い
、

紛
争
解
決
に
必
要
な

助
言
・
指
導
・
勧
告
を
具
体
的
な
解
決

策
と
し
て
提
示
し
ま
す
的
も
っ
と
も
、

当
事
者
が
こ
れ
に
従
う
こ
と
を
強
制
さ

れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

当

事
者
双
方
が
解
決
策
を
受
け
入
れ
れ
ば

解
決
と
な
り
、

当
事
者
双
方
の
歩
み
寄

り
が
困
難
な
場
合
に
は
打
ち
切
り
と
な

り
ま
す
。

次
に
調
停
会
議
に
よ
る
調
停
で
す
が
、

当
事
者
か
ら
調
停
の
申
請
が
あ
り
、

都

道
府
県
労
働
局
長
が
必
要
と
認
め
た
と

き
に
紛
争
調
整
委
員
会
に
よ
る
調
停
が

行
わ
れ
ま
す
。

調
停
委
員
会
は
、

パ
ー

ト
・
有
期
雇
用
労
働
者
の
待
遇
に
関
す

る
事
案
の
場
合
に
は
均
衡
待
遇
調
停
会

議
、

派
遣
労
働
者
の
待
遇
に
関
す
る
事

案
の
場
合
に
は
派
遣
労
働
者
待
遇
調
停

会
議
と
呼
ば
れ
、

弁
護
士
や
大
学
教
授
、

社
会
保
険
労
務
士
な
ど
の
専
門
家
で
構

成
さ
れ
ま
す
。

調
停
は
、

当
事
者
の
行
為
が
法
律
に

抵
触
す
る
か
否
か
を
判
定
す
る
も
の
で

は
な
く
、

当
事
者
の
互
譲
で
現
実
的
な

解
決
を
図
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
お
り
、

調
停
会
議
の
調
停
委
員
が
、

当
事
者
双

方
か
ら
事
情
を
聴
取
し
、

調
停
案
を
作

成
し
て
、

当
事
者
双
方
に
受
諾
を
勧
告

し
ま
す
。

都
道
府
県
労
働
局
長
に
よ
る

助
言
・
指
導
・
勧
告
と
同
様
、

当
事
者

は
受
諾
を
強
制
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、

当
事
者
双
方
が
調
停
案
を

受
諾
し
た
場
合
、

そ
の
合
意
は
民
法
上

の
和
解
契
約
と
な
り
ま
す

（当
事
者
の

一方
が
義
務
を
履
行
し
な
け
れ
ば
債
務

不
履
行
に
な
り
ま
す
）。

な
お
、

事
業
主
は
、

パ
ー
ト
・
有
期

一雇
用
労
働
者
や
派
遣
労
働
者
が
都
道
府

県
労
働
局
長
に
よ
る
援
助
を
求
め
た
こ

と
な
ど
を
理
由
と
し
て
、

解
雇
そ
の
他

不
利
益
に
取
り
扱
う
こ
と
は
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。

（パ
ー
ト
・
有
期
労
働
法
２４

条
２
項
、

２５
条
２
項
、

派
遣
法
４７
条
の

７
第
２
項
、

４７
条
の
８
第
２
項
）。


